
受益者のみなさまへ

　毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し
上げます。
　さて、ダイワ・ファンド・シリーズ－ダイワ
世界投資適格債券ファンド－通貨ポケット－
（以下「ファンド」といいます。）は、2019年
11月29日に償還いたしました。
　ここに、運用状況をご報告申し上げます。

運用報告書（全体版）

ケイマン籍オープン・エンド契約型外国投資信託／追加型

管理会社
ダイワ・アセット・マネジメント・
サービシイズ・リミテッド（ケイマン）

代行協会員
大和証券株式会社

作成対象期間：第11期
（2018年12月1日～2019年11月29日）
信託終了日 2019年11月29日

ダイワ世界投資適格債券ファンド 
－通貨ポケット－

ダイワ・ファンド・シリーズ－

（米ドル、豪ドル、NZドル、
 南アフリカ・ランド）

ファンドの仕組みは、以下のとおりです。

ファンド形態 ケイマン籍オープン・エンド契約型外国投資信託／ 
追加型

信 託 期 間

2009年 8 月28日（運用開始日）から2019年11月29日
（※）まで
※ ただし、管理会社が、かかる日の延長を事前に決定
し、受託会社に書面により通知した場合を除きます。

※ファンドは、2019年11月29日に償還いたしました。

繰 上 償 還

次のような場合には、ファンドは繰上償還（終了）さ
れます。
・ 各コースの純資産総額の合計額（米ドル換算）が
3, 000万米ドルを下回り、管理会社が受託会社に通知
した場合

・ ファンドを継続すること等が違法となるか、実行不
可能、得策ではなく、または受益者の利益に反する
場合

・ ファンドの終了を決議した場合、受託会社・管理会
社が辞任または清算し、後任を確保できない場合

・管理会社と受託会社が合意した場合

運 用 方 針
ファンドの投資目的は、世界の投資適格債券に投資す
ることにより、安定した収益の確保と中長期的な信託
財産の成長を目指すことです。

主要投資対象 世界の投資適格債券、特に事業会社が発行する債券

ファンドの
運 用 方 法

①世界の投資適格債券に投資します。
　・ 事業会社が発行する債券を中心として、投資しま

す。
　・ 各発行体の信用力および各銘柄の流動性、利回り

水準等を勘案して、投資対象銘柄を選定します。
　・ 投資する債券の格付は、取得の時点においてA格

相当以上（スタンダード・アンド・プアーズ
（S&P）でA－以上またはムーディーズでA 3以
上）とします。

②為替ヘッジ取引を行います。
　・ 為替ヘッジ取引にあたっては、外国為替予約取引

等を活用します。
　・ 為替ヘッジ取引は、純資産総額に追加設定予定額

を追加し、買戻予定額を控除した上で、各コース
の純資産総額程度のエクスポージャーを上限とし
ます。

主な投資制限 ・株式への投資は行いません。
・有価証券の空売りを行いません。

分 配 方 針

毎年 5月末日および11月末日（休業日の場合、翌営業
日）に、分配方針に従い、分配を行います。
 管理会社は、原則として、配当収益、実現利益および
未実現利益をもとに、債券ポートフォリオの最終利回
り、ヘッジ対象通貨と米ドルの金利差、管理報酬等を
考慮して分配金額を決定します。さらに、管理会社
は、分配日の前営業日の基準価額が当初元本を上回っ
ている額を上限に分配することができます。
※ 分配原資は、上記に限定されません。また、分配金
が支払われない場合もあります。
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 Ⅰ . ファンドの設定から前期までの運用の経過

設定から2010年後半にかけては、ギリシャに端を発する欧州財政問題の深刻化などから、国際金融市場を取り巻く不確実性
は増大し、市場のリスク回避姿勢が強まり、先進国債券市場の金利は低下しました。その後、市場予想を上回る経済指標など
を受けて、米国景気に対する悲観的な見方が後退したこともあって、金利が大きく反発する場面も見られましたが、2012年に
はギリシャ総選挙で与党が敗北し、ユーロ離脱懸念が高まったことなどを背景に金利は再度低下しました。社債市場では、欧
州財政問題への懸念から、スプレッド（国債に対する上乗せ金利）は拡大しました。
2013年半ばに入ると、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）による金融緩和の縮小観測や堅調な米国経済などを背景に、金利
が上昇し、社債のスプレッドも縮小傾向となりました。
2015年に入ると、ウクライナや中東地域で地政学リスクが高まったことなどもあり、社債のスプレッドは拡大しました。そ
の後、中国の景気減速懸念が広がったほか、原油など商品市況が一段安となったことから、社債金利は2016年前半にかけてス
プレッドの拡大を伴って上昇しました。ただしその後は、日銀やＥＣＢ（欧州中央銀行）による新たな金融緩和策に支援さ
れ、社債のスプレッドは縮小しました。2016年後半には、米国経済が持ち直してきたうえ、米大統領選で財政支出拡大による
景気刺激を唱えるトランプ候補が勝利したことなどを受け、金利は急上昇し、社債スプレッドは縮小しました。
2017年から前期末にかけては、ＦＲＢが政策金利の継続的な引き上げを実施しましたが、株式市場が堅調に推移したため、
特に短中期債券を中心に金利は上昇傾向となりました。

こうした環境下、当ファンドでは、世界の投資適格債券、特に事業会社が発行する債券を中心に投資することにより、安定
した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いました。各発行体の信用力および各銘柄の流動性、利回り
水準等を勘案して、投資対象銘柄を選定しました。
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（注 1） 第11期末の 1口当たり純資産価格および純資産総額は、2019年11月29日現在の最終公表純資産価格を記載しているため、財務書類に記載の数
値とは異なります。以下同じです。

（注 2）騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。以下同じです。
（注 3） 1口当たり分配金額は、税引前の分配金額を記載しています。以下同じです。
（注 4） 分配金再投資 1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的

なパフォーマンスを示すものです。以下同じです。
（注 5）分配金再投資 1口当たり純資産価格は、第10期末の 1口当たり純資産価格を起点として指数化しています。
（注 6）ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。以下同じです。
（注 7）ファンドにベンチマークは設定されていません。

 Ⅱ . 当期の運用の経過等

■当期の 1口当たり純資産価格等の推移について
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騰落率
5. 89％

米ドル・コース



3

（注）分配金再投資 1口当たり純資産価格は、第10期末の 1口当たり純資産価格を起点として指数化しています。

（注）分配金再投資 1口当たり純資産価格は、第10期末の 1口当たり純資産価格を起点として指数化しています。

豪ドル・コース

NZドル・コース
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4. 82％
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（注）分配金再投資 1口当たり純資産価格は、第10期末の 1口当たり純資産価格を起点として指数化しています。
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騰落率
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■ 1口当たり純資産価格（基準価額）の主な変動要因

米ドル・コース
米ドル建ておよびユーロ建て投資適格債券価格の上昇、米ドル建ておよびユーロ建て投資適格債券からの利息収入、ユーロ
売り／米ドル買いの為替ヘッジプレミアムが 1口当たり純資産価格の値上がり要因となりました。
この結果、今期の 1口当たり純資産価格（分配金額込み）は前期に比べて値上がりしました。

豪ドル・コース
米ドル建ておよびユーロ建て投資適格債券価格の上昇、米ドル建ておよびユーロ建て投資適格債券からの利息収入、ユーロ
売り／米ドル買いの為替ヘッジプレミアムが 1口当たり純資産価格の値上がりに寄与する一方で、米ドル売り／豪ドル買い
の為替ヘッジコストが 1口当たり純資産価格の値下がり要因となりました。
この結果、今期の 1口当たり純資産価格（分配金額込み）は前期に比べて値上がりしました。

NZドル・コース
米ドル建ておよびユーロ建て投資適格債券価格の上昇、米ドル建ておよびユーロ建て投資適格債券からの利息収入、ユーロ
売り／米ドル買いの為替ヘッジプレミアムが 1口当たり純資産価格の値上がりに寄与する一方で、米ドル売り／ニュージー
ランド・ドル買いの為替ヘッジコストが 1口当たり純資産価格の値下がり要因となりました。
この結果、今期の 1口当たり純資産価格（分配金額込み）は前期に比べて値上がりしました。

南アフリカ・ランド・コース
米ドル建ておよびユーロ建て投資適格債券価格の上昇、米ドル建ておよびユーロ建て投資適格債券からの利息収入、ユーロ
売り／米ドル買いおよび米ドル売り／南アフリカ・ランド買いの為替ヘッジプレミアムが 1口当たり純資産価格の値上がり
要因となりました。
この結果、今期の 1口当たり純資産価格（分配金額込み）は前期に比べて値上がりしました。
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■分配金について
　当期（2018年12月 1 日～ 2019年11月29日）の 1口当たり分配金（税引前）は下表のとおりです。なお、下表の「分配金
を含む 1口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における 1口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出して
いるものです。

米ドル・コース （金額：米ドル）

分　配　落　日 1口当たり純資産価格 1口当たり分配金額
（対1口当たり純資産価格比率（注1））

分配金額を含む 1口当たり
純資産価格の変動額（注2）

2019年 5 月31日 99. 90 0. 70 3. 24（0. 70％）
（注 1）「対 1口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

対 1口当たり純資産価格比率（%）= 100× a / b
a =当該分配落日における 1口当たり分配金額
b =当該分配落日における 1口当たり純資産価格+当該分配落日における 1口当たり分配金額
以下同じです。

（注 2）「分配金を含む 1口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。
分配金を含む 1口当たり純資産価格の変動額= b－ c
b =当該分配落日における 1口当たり純資産価格+当該分配落日における 1口当たり分配金額
c =当該分配落日の直前の分配落日における 1口当たり純資産価格
以下同じです。

（注 3）2019年 5 月31日の直前の分配落日（2018年11月30日）における 1口当たり純資産価格は、97. 36米ドルでした。
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豪ドル・コース （金額：豪ドル）

分　配　落　日 1口当たり純資産価格 1口当たり分配金額
（対 1口当たり純資産価格比率（注1））

分配金額を含む 1口当たり
純資産価格の変動額（注2）

2019年 5 月31日 99. 92 0. 40 2. 88（0. 40％）
（注）2019年 5 月31日の直前の分配落日（2018年11月30日）における 1口当たり純資産価格は、97. 44豪ドルでした。

NZドル・コース （金額：ニュージーランド・ドル）

分　配　落　日 1口当たり純資産価格 1口当たり分配金額
（対 1口当たり純資産価格比率（注1））

分配金額を含む 1口当たり
純資産価格の変動額（注2）

2019年 5 月31日 100. 15 0. 40 2. 83（0. 40％）
（注）2019年 5 月31日の直前の分配落日（2018年11月30日）における 1口当たり純資産価格は、97. 72ニュージーランド・ドルでした。

南アフリカ・ランド・コース （金額：南アフリカ・ランド）

分　配　落　日 1口当たり純資産価格 1口当たり分配金額
（対 1口当たり純資産価格比率（注1））

分配金額を含む 1口当たり
純資産価格の変動額（注2）

2019年 5 月31日 999. 35 29. 30 53. 32（2. 85％）
（注）2019年 5 月31日の直前の分配落日（2018年11月30日）における 1口当たり純資産価格は、975. 33南アフリカ・ランドでした。
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■投資環境について

○債券市況
米国債券市況は、金利低下しました。期初から世界経済の減速懸念が広がる中、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）によ
る追加利上げが市場のリスク回避姿勢を強めさせた結果、かえって金利は低下基調で推移しました。2019年に入ると世界経
済に対する懸念は和らぎましたが、ＦＲＢの金融引き締め姿勢の後退を背景に、金利は低下圧力が強まる展開になりまし
た。また、米中が互いの国の輸出品に対して関税を引き上げたことから米中貿易摩擦の泥沼化が懸念され、市場のリスク回
避姿勢が強まったことも金利低下に拍車をかけました。 8月以降は、米中通商協議への懸念が和らいだことや英国のＥＵ
（欧州連合）離脱期限が延長されたことから、投資家のリスクセンチメントが改善し、金利は低下幅を縮めました。ま
た、 7月、 9月、10月のＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）で、0. 25%ポイントの利下げがそれぞれの会合で実施された
ことも金利低下要因となりました。
こうした環境下、米ドル建ておよびユーロ建て社債の多くは、金利が低下しました。世界経済の減速懸念からスプレッド
（国債に対する上乗せ金利）は一時拡大しましたが、その後は懸念が後退しＦＲＢの緩和的なスタンスが好感されたた
め、縮小圧力が強まる展開になりました。

○短期金利市況
米国では、政策金利が2. 00－2. 25％から2. 25－2. 50％に引き上げられたものの、その後は1. 50－1. 75％まで引き下げら
れ、短期金利は低下傾向で推移しました。
欧州では、リファイナンス金利が0. 00％で維持され、短期金利は横ばいからやや低下傾向で推移しました。ユーロの短
期金利は米ドルの短期金利を下回る状況が継続しました。
オーストラリアでは、政策金利が1. 50％から0. 75％へ引き下げられ、短期金利は低下傾向で推移しました。豪ドルの短
期金利は米ドルの短期金利を下回る状況が継続しました。
ニュージーランドでは、政策金利が1. 75％から1. 00％へ引き下げられ、短期金利は低下傾向で推移しました。ニュージ
ーランド・ドルの短期金利は米ドルの短期金利を下回る状況が継続しました。
南アフリカでは、政策金利が6. 50％から5. 00％に引き下げられ、短期金利は低下傾向で推移しました。南アフリカ・ラ
ンドの短期金利は米ドルの短期金利を上回る状況が継続しました。

■ポートフォリオについて

・世界の投資適格債券に投資しました。
・ 発行体別配分、年限構成の決定については、各国の経済情勢や発行体の信用力等を考慮し、投資対象銘柄の決定について
は、各銘柄の流動性、利回り水準等を考慮しました。
・ 債券ポートフォリオの金利リスクについては、修正デュレーションで 3（年）～ 5（年）程度の範囲でコントロールし
ました。
・各コースの基準通貨建て以外の投資対象資産に対して当該通貨売り／基準通貨買いの為替ヘッジ取引を行いました。
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■投資の対象とする有価証券の主な銘柄

当期末現在における有価証券等の組入れはありません。

■今後の運用方針

ファンドは、2019年11月29日に満期償還いたしました。

■費用の明細

項　　　目 項目の概要

管理報酬等 ファンドの資産から支払われる総報酬は、純資産総額の年率1. 34％程度および年間33, 600米ドル
です。
（注） 受託報酬および管理事務代行報酬ならびに資産保管報酬に最低報酬金額が設定されているた

め、各コースの純資産総額の合計額によっては、年率1. 34％程度を上回ることがあります。

内

　
　
　
　
　
　訳

受託報酬および
管理事務代行報酬

年率0. 1％
（最低年間80, 000米ドル）

ファンドの受託業務および管理事務代行業務

管理報酬 年率0. 02％ ファンドの資産の運用・管理業務

投資運用報酬 年率0. 4％ ファンドに関する投資運用業務

副管理事務代行報酬 年間33, 600米ドル ファンドの副管理事務代行業務、登録事務代行業務および名義書換
事務代行業務

資産保管報酬
（最低年間12, 000米ドル）
※各市場での保有資産の
　評価額に対しての年率

年率0. 02％（ユーロ市場） ファンドの資産保管業務

年率0. 0125％
（アメリカ国内市場）

管理会社代行サービス報酬 年率0. 2％ ファンドの管理会社が行う業務を日本国内において代行する業務

販売報酬／代行協会員報酬 年率0. 5％／年率0. 1％ 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後
の情報提供等／ファンド証券の（ 1口当たりの）純資産価格の公表
業務、目論見書、決算報告書等の販売会社への交付業務等

その他の費用・手数料（当期） 0. 26％ 弁護士報酬、監査人報酬等
（注） 各報酬については、目論見書に定められている料率または金額を記しています。「その他の費用・手数料（当期）」には運用状況等により変動するものや実費となる費用

が含まれます。便宜上、その他の費用・手数料（当期）の金額をファンドの当期末の純資産総額（本書に記載される各コースの純資産総額を米ドル換算した合計額）で
除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。



10

 Ⅲ . 直近10期の運用実績
1. 純資産の推移
下記会計年度末および第11会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。
米ドル・コース

純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円

第 2会計年度末
（2010年11月末日） 17, 784 1, 935 100. 18 10, 903 

第 3 会計年度末
（2011年11月末日） 19, 985 2, 175 97. 21 10, 579 

第 4 会計年度末
（2012年11月末日） 18, 979 2, 065 100. 32 10, 918 

第 5 会計年度末
（2013年11月末日） 21, 766 2, 369 99. 84 10, 866 

第 6 会計年度末
（2014年11月末日） 22, 431 2, 441 101. 51 11, 047 

第 7 会計年度末
（2015年11月末日） 18, 919 2, 059 99. 72 10, 853 

第 8 会計年度末
（2016年11月末日） 16, 751 1, 823 99. 98 10, 881 

第 9 会計年度末
（2017年11月末日） 13, 025 1, 418 99. 99 10, 882 

第10会計年度末
（2018年11月末日） 11, 032 1, 201 97. 36 10, 596 

第11会計年度末
（2019年11月29日） 7, 221 786 102. 38 11, 142 

2018年12月末日 10, 758 1, 171 97. 65 10, 627 
2019年 1 月末日 10, 764 1, 171 98. 68 10, 739 

2 月末日 10, 638 1, 158 99. 08 10, 783 
3 月末日 10, 564 1, 150 100. 02 10, 885 
4 月末日 10, 544 1, 148 100. 42 10, 929 
5 月末日 10, 371 1, 129 99. 90 10, 872 
6 月末日 9, 927 1, 080 101. 10 11, 003 
7 月末日 9, 863 1, 073 101. 66 11, 064 
8 月末日 9, 939 1, 082 102. 66 11, 172 
9 月末日 9, 872 1, 074 102. 13 11, 115 
10月末日 8, 752 952 102. 23 11, 126 
11月29日 7, 221 786 102. 38 11, 142 

（注） 米ドル、豪ドル、ニュージーランド・ドルおよび南アフリカ・ランドの円換算は、便宜上、2020年 3 月31日現在における株式会社三菱UFJ 銀行
の対顧客電信売買相場の仲値（ 1米ドル＝108. 83円、 1豪ドル＝66. 09円、 1ニュージーランド・ドル＝64. 76円および 1南アフリカ・ランド＝
6. 05円）によります。以下同じです。
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豪ドル・コース
純資産総額 1口当たりの純資産価格

千豪ドル 百万円 豪ドル 円
第 2会計年度末
（2010年11月末日） 17, 593 1, 163 100. 23 6, 624 

第 3 会計年度末
（2011年11月末日） 23, 591 1, 559 97. 56 6, 448 

第 4 会計年度末
（2012年11月末日） 27, 293 1, 804 100. 40 6, 635 

第 5 会計年度末
（2013年11月末日） 23, 177 1, 532 100. 97 6, 673 

第 6 会計年度末
（2014年11月末日） 21, 389 1, 414 102. 90 6, 801 

第 7 会計年度末
（2015年11月末日） 20, 848 1, 378 99. 79 6, 595 

第 8 会計年度末
（2016年11月末日） 20, 311 1, 342 99. 93 6, 604 

第 9 会計年度末
（2017年11月末日） 15, 906 1, 051 100. 05 6, 612 

第10会計年度末
（2018年11月末日） 14, 074 930 97. 44 6, 440 

第11会計年度末
（2019年11月29日） 8, 743 578 101. 72 6, 723 

2018年12月末日 14, 064 929 97. 67 6, 455 
2019年 1 月末日 13, 945 922 98. 64 6, 519 

2 月末日 13, 973 923 98. 98 6, 542 
3 月末日 13, 857 916 99. 87 6, 600 
4 月末日 13, 771 910 100. 23 6, 624 
5 月末日 13, 653 902 99. 92 6, 604 
6 月末日 13, 620 900 101. 03 6, 677 
7 月末日 12, 679 838 101. 48 6, 707 
8 月末日 12, 604 833 102. 37 6, 766 
9 月末日 12, 450 823 101. 76 6, 725 
10月末日 11, 563 764 101. 72 6, 723 
11月29日 8, 743 578 101. 72 6, 723 
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NZドル・コース
純資産総額 1口当たりの純資産価格

千ニュージーランド・ドル 百万円 ニュージーランド・ドル 円
第 2会計年度末
（2010年11月末日） 21, 884 1, 417 100. 15 6, 486 

第 3 会計年度末
（2011年11月末日） 22, 722 1, 471 97. 30 6, 301 

第 4 会計年度末
（2012年11月末日） 20, 675 1, 339 100. 39 6, 501 

第 5 会計年度末
（2013年11月末日） 17, 070 1, 105 100. 96 6, 538 

第 6 会計年度末
（2014年11月末日） 15, 081 977 103. 32 6, 691 

第 7 会計年度末
（2015年11月末日） 12, 412 804 99. 74 6, 459 

第 8 会計年度末
（2016年11月末日） 11, 795 764 100. 00 6, 476 

第 9 会計年度末
（2017年11月末日） 9, 348 605 99. 98 6, 475 

第10会計年度末
（2018年11月末日） 7, 714 500 97. 72 6, 328 

第11会計年度末
（2019年11月29日） 5, 285 342 102. 04 6, 608 

2018年12月末日 7, 523 487 97. 95 6, 343 
2019年 1 月末日 7, 576 491 98. 94 6, 407 

2 月末日 7, 591 492 99. 26 6, 428 
3 月末日 7, 657 496 100. 13 6, 484 
4 月末日 7, 681 497 100. 46 6, 506 
5 月末日 7, 608 493 100. 15 6, 486 
6 月末日 7, 662 496 101. 31 6, 561 
7 月末日 7, 519 487 101. 76 6, 590 
8 月末日 7, 567 490 102. 67 6, 649 
9 月末日 7, 520 487 102. 03 6, 607 
10月末日 6, 770 438 102. 02 6, 607 
11月29日 5, 285 342 102. 04 6, 608 
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南アフリカ・ランド・コース
純資産総額 1口当たりの純資産価格

千南アフリカ・ランド 百万円 南アフリカ・ランド 円
第 2会計年度末
（2010年11月末日） 171, 693 1, 039  1, 001. 57 6, 059 

第 3 会計年度末
（2011年11月末日） 251, 761 1, 523  973. 40 5, 889 

第 4 会計年度末
（2012年11月末日） 187, 117 1, 132  1, 004. 08 6, 075 

第 5 会計年度末
（2013年11月末日） 156, 390 946 1, 021. 13 6, 178 

第 6 会計年度末
（2014年11月末日） 129, 907 786 1, 046. 26 6, 330 

第 7 会計年度末
（2015年11月末日） 96, 578 584 1, 000. 08 6, 050 

第 8 会計年度末
（2016年11月末日） 72, 063 436 1, 001. 02 6, 056 

第 9 会計年度末
（2017年11月末日） 68, 098 412 1, 000. 85 6, 055 

第10会計年度末
（2018年11月末日） 57, 027 345 975. 33 5, 901 

第11会計年度末
（2019年11月29日） 32, 676 198 1, 047. 94 6, 340 

2018年12月末日 56, 276 340 981. 24 5, 937 
2019年 1 月末日 56, 336 341 995. 47 6, 023 

2 月末日 55, 049 333 1, 002. 50 6, 065 
3 月末日 55, 655 337 1, 015. 48 6, 144 
4 月末日 55, 969 339 1, 022. 51 6, 186 
5 月末日 54, 438 329 999. 35 6, 046 
6 月末日 55, 257 334 1, 014. 93 6, 140 
7 月末日 52, 976 321 1, 024. 21 6, 196 
8 月末日 53, 322 323 1, 039. 00 6, 286 
9 月末日 52, 865 320 1, 037. 44 6, 277 
10月末日 47, 526 288 1, 042. 67 6, 308 
11月29日 32, 676 198 1, 047. 94 6, 340 
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2. 分配の推移

米ドル・コース

1 口当たりの分配金

米ドル 円

第 2会計年度 4. 50 489. 74 

第 3 会計年度 1. 30 141. 48 

第 4 会計年度 6. 30 685. 63 

第 5 会計年度 0. 70 76. 18 

第 6 会計年度 1. 50 163. 25 

第 7 会計年度 1. 50 163. 25 

第 8 会計年度 0. 80 87. 06 

第 9 会計年度 1. 30 141. 48 

第10会計年度 1. 20 130. 60 

第11会計年度 0. 70 76. 18 

豪ドル・コース

1 口当たりの分配金

豪ドル 円

第 2会計年度 8. 40 555. 16 

第 3 会計年度 5. 60 370. 10 

第 4 会計年度 9. 90 654. 29 

第 5 会計年度 2. 10 138. 79 

第 6 会計年度 3. 70 244. 53 

第 7 会計年度 5. 00 330. 45 

第 8 会計年度 2. 20 145. 40 

第 9 会計年度 1. 80 118. 96 

第10会計年度 1. 10 72. 70 

第11会計年度 0. 40 26. 44 
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NZドル・コース

1 口当たりの分配金

ニュージーランド・ドル 円

第 2会計年度 7. 30 472. 75 

第 3 会計年度 3. 80 246. 09 

第 4 会計年度 8. 30 537. 51 

第 5 会計年度 1. 90 123. 04 

第 6 会計年度 3. 80 246. 09 

第 7 会計年度 6. 40 414. 46 

第 8 会計年度 2. 60 168. 38 

第 9 会計年度 2. 20 142. 47 

第10会計年度 1. 00 64. 76 

第11会計年度 0. 40 25. 90 

南アフリカ・ランド・コース

1 口当たりの分配金

南アフリカ・ランド 円

第 2会計年度 107. 00 647. 35 

第 3 会計年度 64. 90 392. 65 

第 4 会計年度 110. 90 670. 95 

第 5 会計年度 34. 40 208. 12 

第 6 会計年度 64. 80 392. 04 

第 7 会計年度 106. 70 645. 54 

第 8 会計年度 81. 10 490. 66 

第 9 会計年度 77. 20 467. 06 

第10会計年度 60. 90 368. 45 

第11会計年度 29. 30 177. 27 



16

3. 販売及び買戻しの実績
　下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は、以下のとおりです。
米ドル・コース

　 販売口数 買戻口数 発行済口数

第 2会計年度  58, 103
 （58, 103）

 14, 666
 （14, 666）

177, 521
（177, 521）

第 3会計年度  74, 559
 （74, 559）

 46, 506
 （46, 506）

205, 574
（205, 574）

第 4会計年度  80, 598
 （80, 598）

 96, 999
 （96, 999）

189, 173
（189, 173）

第 5会計年度  63, 644
 （63, 644）

 34, 806
 （34, 806）

218, 011
（218, 011）

第 6会計年度  63, 346
 （63, 346）

 60, 388
 （60, 388）

220, 969
（220, 969）

第 7会計年度  46, 079
 （46, 079）

 77, 328
 （77, 328）

189, 720
（189, 720）

第 8会計年度  41, 449
 （41, 449）

 63, 629
 （63, 629）

167, 540
（167, 540）

第 9会計年度   4, 776
  （4, 776）

 42, 056
 （42, 056）

130, 260
（130, 260）

第10会計年度   2, 061
  （2, 061）

 19, 007
 （19, 007）

113, 314
（113, 314）

第11会計年度       0
      （0）

 42, 782
 （42, 782）

 70, 532
 （70, 532）

豪ドル・コース
　 販売口数 買戻口数 発行済口数

第 2会計年度  92, 688
 （92, 688）

 34, 194
 （34, 194）

175, 522
（175, 522）

第 3会計年度 116, 995
（116, 995）

 50, 710
 （50, 710）

241, 807
（241, 807）

第 4会計年度 184, 377
（184, 377）

154, 343
（154, 343）

271, 841
（271, 841）

第 5会計年度  44, 809
 （44, 809）

 87, 101
 （87, 101）

229, 549
（229, 549）

第 6会計年度  18, 853
 （18, 853）

 40, 544
 （40, 544）

207, 858
（207, 858）

第 7会計年度  18, 461
 （18, 461）

 17, 398
 （17, 398）

208, 921
（208, 921）

第 8会計年度  30, 605
 （30, 605）

 36, 263
 （36, 263）

203, 263
（203, 263）

第 9会計年度   2, 406
  （2, 406）

 46, 692
 （46, 692）

158, 977
（158, 977）

第10会計年度   1, 520
  （1, 520）

 16, 051
 （16, 051）

144, 446
（144, 446）

第11会計年度     285
    （285）

 58, 784
 （58, 784）

 85, 947
 （85, 947）
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NZドル・コース
　 販売口数 買戻口数 発行済口数

第 2会計年度 100, 398
（100, 398）

 36, 500
 （36, 500）

218, 507
（218, 507）

第 3会計年度  78, 327
 （78, 327）

 63, 308
 （63, 308）

233, 526
（233, 526）

第 4会計年度  61, 353
 （61, 353）

 88, 920
 （88, 920）

205, 959
（205, 959）

第 5会計年度  38, 650
 （38, 650）

 75, 543
 （75, 543）

169, 066
（169, 066）

第 6会計年度   2, 682
  （2, 682）

 25, 773
 （25, 773）

145, 975
（145, 975）

第 7会計年度   9, 092
  （9, 092）

 30, 629
 （30, 629）

124, 438
（124, 438）

第 8会計年度  13, 270
 （13, 270）

 19, 763
 （19, 763）

117, 945
（117, 945）

第 9会計年度   1, 040
  （1, 040）

 25, 491
 （25, 491）

 93, 494
 （93, 494）

第10会計年度   2, 738
  （2, 738）

 17, 295
 （17, 295）

 78, 937
 （78, 937）

第11会計年度       0
      （0）

 27, 141
 （27, 141）

 51, 796
 （51, 796）

南アフリカ・ランド・コース
　 販売口数 買戻口数 発行済口数

第 2会計年度  82, 234
 （82, 234）

 39, 229
 （39, 229）

171, 424
（171, 424）

第 3会計年度 141, 166
（141, 166）

 53, 949
 （53, 949）

258, 641
（258, 641）

第 4会計年度  60, 470
 （60, 470）

132, 755
（132, 755）

186, 356
（186, 356）

第 5会計年度  20, 872
 （20, 872）

 54, 074
 （54, 074）

153, 154
（153, 154）

第 6会計年度   5, 365
  （5, 365）

 34, 356
 （34, 356）

124, 163
（124, 163）

第 7会計年度   2, 867
  （2, 867）

 30, 459
 （30, 459）

 96, 571
 （96, 571）

第 8会計年度   1, 702
  （1, 702）

 26, 284
 （26, 284）

 71, 989
 （71, 989）

第 9会計年度   3, 290
  （3, 290）

  7, 239
  （7, 239）

 68, 040
 （68, 040）

第10会計年度   1, 181
  （1, 181）

 10, 752
 （10, 752）

 58, 469
 （58, 469）

第11会計年度       0
      （0）

 27, 288
 （27, 288）

 31, 181
 （31, 181）

（注 1）括弧内の数字は、本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を表します。
（注 2）第11会計年度の数値は、最終公表純資産価格の算出に用いた数値を記載しているため、財務書類に記載の数値とは異なります。 
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 Ⅳ . ファンドの経理状況

ａ． ファンドの直近会計年度の日本文の財務書類は、英国およびアイルランドにおける法令に準拠して作成された原文の財務
書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第131条第 5項ただし書の規定の適用によるものです。

ｂ． ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第 1条の 3第 7項に規定する外
国監査法人等をいいます。）であるプライスウォーターハウスクーパース　ケイマン諸島から監査証明に相当すると認め
られる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含みま
す。）が当該財務書類に添付されています。

ｃ． ファンドの原文の財務書類は、米ドル、豪ドル、ニュージーランド・ドルまたは南アフリカ・ランドで表示されていま
す。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されています。日本円による金額は、株式会社三菱UFJ
銀行の2020年 3 月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値（ 1米ドル＝108. 83円、 1豪ドル＝66. 09円、 1ニュージ
ーランド・ドル＝64. 76円および 1南アフリカ・ランド＝6. 05円）で換算されています。なお、 1円未満の金額は四捨五
入されています。
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PricewaterhouseCoopers, 18 Forum Lane, Camana Bay, P.O. Box 258, Grand Cayman, Cayman Islands,  
KY1- 1104,  T: +1 (345) 949 7000, F: +1 (345) 949 7352, www.pwc.com/ky 
 

Independent Auditor's Report 

To BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Daiwa Global 
Investment Grade Bond Fund - The Pocket of Currency 

Our opinion 
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of 
Daiwa Global Investment Grade Bond Fund - The Pocket of Currency (a series trust of Daiwa Fund 
Series) (the Series Trust) as at 29 November 2019, and its financial performance for the period from 1 
December 2018 to 29 November 2019 (cessation of operations) in accordance with accounting 
standards issued by the Financial Reporting Council and promulgated by the Institute of Chartered 
Accountants in Ireland, including Financial Reporting Standard (FRS) 102 "the Financial Report 
Standard applicable in the United Kingdom and the Republic of Ireland". 

What we have audited 
The Series Trust's financial statements comprise: 

� the statement of financial position as at 29 November 2019; 
� the statement of comprehensive income for the period from 1 December 2018 to 29 November 

2019 (cessation of operations); 
� the statement of changes in net assets attributable to holders of redeemable participating units 

for the period from 1 December 2018 to 29 November 2019 (cessation of operations); and 
� the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting 

policies. 

Basis for opinion 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the 
audit of the financial statements section of our report. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our opinion. 

Independence 
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board 
for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code).  We have fulfilled our 
other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. 

Emphasis of Matter 
We draw attention to Note 1 of the financial statements, which states that the unitholder elected to 
redeem all of its units and that the Series Trust ceased operations on November 29, 2019. These 
financial statements have therefore been prepared using a termination basis of accounting. Our 
opinion is not modified in respect of this matter. 
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Independent Auditor's Report (continued) 

To BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Daiwa Global 
Investment Grade Bond Fund - The Pocket of Currency  

 
Other Information 
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual 
Report (but does not include the Series Trust's financial statements and our auditor's report thereon). 

Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we do 
not express any form of assurance conclusion thereon.  

In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to read the 
other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is 
materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or 
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude 
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.  We 
have nothing to report in this regard. 

Responsibilities of management for the financial statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in 
accordance with accounting standards issued by the Financial Reporting Council and promulgated by 
the Institute of Chartered Accountants in Ireland, including Financial Reporting Standard (FRS) 102 
"the Financial Report Standard applicable in the United Kingdom and the Republic of Ireland", and for 
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's 
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and 
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series 
Trust or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report 
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that 
an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the 
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the 
basis of these financial statements. 

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain 
professional scepticism throughout the audit. We also: 
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Independent Auditor's Report (continued) 

To BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Daiwa Global 
Investment Grade Bond Fund - The Pocket of Currency  

� Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of
not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations,
or the override of internal control.

� Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Series Trust’s internal control.

� Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.

� Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Series Trust’s ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required
to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements
or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or
conditions may cause the Series Trust to cease to continue as a going concern.

� Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions
and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned 
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in 
internal control that we identify during our audit. 

Other Matter 
This report, including the opinion, has been prepared for and only for BNY Mellon Fund Management 
(Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of 
our engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume 
responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose 
hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing. 

8 April 2020 
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 Ⅴ . 投資信託財産運用総括表

米ドル・コース

信託期間
投資信託当初払込日 2009年 8 月28日 投資信託契約終了時の状況
投資信託契約終了日 2019年11月29日 資産総額 7, 749, 510米ドル

区分 投資信託当初払込時 投資信託契約終了時 差引増減
負債総額 528, 524米ドル
純資産総額 7, 220, 986米ドル

受益権口数 101, 586口 70, 532口 △ 31, 054口 受益権口数 70, 532口
元本額 10, 158, 600米ドル 7, 220, 986米ドル △ 2, 937, 614米ドル 1 口当たり償還金 102. 38米ドル

毎計算期末の状況

計算期 元本額
（千米ドル）

純資産総額
（千米ドル）

1口当たりの
純資産価格
（米ドル）

1口当たりの分配金
金額

（米ドル） 分配率（%）

第 1期 10, 159 13, 468 100. 44 1. 40 1. 39 
第 2 期 13, 468 17, 784 100. 18 4. 50 4. 49 
第 3 期 17, 784 19, 985 97. 21 1. 30 1. 34 
第 4 期 19, 985 18, 979 100. 32 6. 30 6. 28 
第 5 期 18, 979 21, 766 99. 84 0. 70 0. 70 
第 6 期 21, 766 22, 431 101. 51 1. 50 1. 48 
第 7 期 22, 431 18, 919 99. 72 1. 50 1. 50 
第 8 期 18, 919 16, 751 99. 98 0. 80 0. 80 
第 9 期 16, 751 13, 025 99. 99 1. 30 1. 30 
第10期 13, 025 11, 032 97. 36 1. 20 1. 23 
第11期 11, 032 7, 221 102. 38 0. 70 0. 68 

（注）当初申込期間における 1口当たり申込価格は、100米ドルでした。
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豪ドル・コース

信託期間
投資信託当初払込日 2009年 8 月28日 投資信託契約終了時の状況
投資信託契約終了日 2019年11月29日 資産総額 9, 124, 888豪ドル

区分 投資信託当初払込時 投資信託契約終了時 差引増減
負債総額 382, 034豪ドル
純資産総額 8, 742, 854豪ドル

受益権口数 93, 502口 85, 947口 △ 7, 555口 受益権口数 85, 947口
元本額 9, 350, 200豪ドル 8, 742, 854豪ドル △ 607, 346豪ドル 1 口当たり償還金 101. 72豪ドル

毎計算期末の状況

計算期 元本額
（千豪ドル）

純資産総額
（千豪ドル）

1口当たりの
純資産価格
（豪ドル）

1口当たりの分配金
金額

（豪ドル） 分配率（%）

第 1期 9, 350 11, 775 100. 61 1. 90 1. 89 
第 2 期 11, 775 17, 593 100. 23 8. 40 8. 38 
第 3 期 17, 593 23, 591 97. 56 5. 60 5. 74 
第 4 期 23, 591 27, 293 100. 40 9. 90 9. 86 
第 5 期 27, 293 23, 177 100. 97 2. 10 2. 08 
第 6 期 23, 177 21, 389 102. 90 3. 70 3. 60 
第 7 期 21, 389 20, 848 99. 79 5. 00 5. 01 
第 8 期 20, 848 20, 311 99. 93 2. 20 2. 20 
第 9 期 20, 311 15, 906 100. 05 1. 80 1. 80 
第10期 15, 906 14, 074 97. 44 1. 10 1. 13 
第11期 14, 074 8, 743 101. 72 0. 40 0. 39 

（注）当初申込期間における 1口当たり申込価格は、100豪ドルでした。
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ＮＺドル・コース

信託期間
投資信託当初払込日 2009年 8 月28日 投資信託契約終了時の状況

投資信託契約終了日 2019年11月29日 資産総額 5, 452, 317
ニュージーランド・ドル 

区分 投資信託当初払込時 投資信託契約終了時 差引増減
負債総額 167, 216

ニュージーランド・ドル 

純資産総額 5, 285, 101
ニュージーランド・ドル 

受益権口数 128, 781口 51, 796口 △ 76, 985口 受益権口数 51, 796口

元本額 12, 878, 100
ニュージーランド・ドル 

5, 285, 101
ニュージーランド・ドル 

△ 7, 592, 999
ニュージーランド・ドル 1 口当たり償還金 102. 04

ニュージーランド・ドル 

毎計算期末の状況

計算期 元本額
（千ニュージーランド・ドル）

純資産総額
（千ニュージーランド・ドル）

1口当たりの
純資産価格

（ニュージーランド・ドル）

1口当たりの分配金
金額

（ニュージーランド・ドル） 分配率（%）

第 1期 12, 878 15, 558 100. 63 1. 80 1. 79 
第 2 期 15, 558 21, 884 100. 15 7. 30 7. 29 
第 3 期 21, 884 22, 722 97. 30 3. 80 3. 91 
第 4 期 22, 722 20, 675 100. 39 8. 30 8. 27 
第 5 期 20, 675 17, 070 100. 96 1. 90 1. 88 
第 6 期 17, 070 15, 081 103. 32 3. 80 3. 68 
第 7 期 15, 081 12, 412 99. 74 6. 40 6. 42 
第 8 期 12, 412 11, 795 100. 00 2. 60 2. 60 
第 9 期 11, 795 9, 348 99. 98 2. 20 2. 20 
第10期 9, 348 7, 714 97. 72 1. 00 1. 02 
第11期 7, 714 5, 285 102. 04 0. 40 0. 39 

（注）当初申込期間における 1口当たり申込価格は、100ニュージーランド・ドルでした。
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南アフリカ・ランド・コース

信託期間
投資信託当初払込日 2009年 8 月28日 投資信託契約終了時の状況

投資信託契約終了日 2019年11月29日 資産総額 33, 252, 347
南アフリカ・ランド

区分 投資信託当初払込時 投資信託契約終了時 差引増減
負債総額 576, 434

南アフリカ・ランド

純資産総額 32, 675, 913 
南アフリカ・ランド

受益権口数 110, 500口 31, 181口 △ 79, 319口 受益権口数 31, 181口

元本額 110, 500, 000
南アフリカ・ランド 

32, 675, 913
南アフリカ・ランド 

△ 77, 824, 087
南アフリカ・ランド 1 口当たり償還金 1, 047. 94

南アフリカ・ランド

毎計算期末の状況

計算期 元本額
（千南アフリカ・ランド）

純資産総額
（千南アフリカ・ランド）

1口当たりの
純資産価格

（南アフリカ・ランド）

1口当たりの分配金
金額

（南アフリカ・ランド） 分配率（%）

第 1期 110, 500 129, 128 1, 005. 52 28. 10 2. 79 
第 2 期 129, 128 171, 693             1, 001. 57 107. 00 10. 68 
第 3 期 171, 693 251, 761                 973. 40 64. 90 6. 67 
第 4 期 251, 761 187, 117              1, 004. 08 110. 90 11. 04 
第 5 期 187, 117 156, 390 1, 021. 13 34. 40 3. 37 
第 6 期 156, 390 129, 907 1, 046. 26 64. 80 6. 19 
第 7 期 129, 907 96, 578 1, 000. 08 106. 70 10. 67 
第 8 期 96, 578 72, 063 1, 001. 02 81. 10 8. 10 
第 9 期 72, 063 68, 098 1, 000. 85 77. 20 7. 71 
第10期 68, 098 57, 027 975. 33 60. 90 6. 24 
第11期 57, 027 32, 676 1, 047. 94 29. 30 2. 80 

（注）当初申込期間における 1口当たり申込価格は、1, 000南アフリカ・ランドでした。
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 Ⅵ . お知らせ

ファンドは、2019年11月29日に満期償還いたしました。
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